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日
に ほ ん

本に　いるための　手
て つ づ

続き（在
ざいりゅう

留）

■「在
ざいりゅう

留カード」は、９０日
にち

を　こえて、日
にほん

本に　いる　外
がいこくじん

国人が　持
も

つ　カードです。

■在
ざいりゅう

留カードに　書
か

いてある　内
ないよう

容に　変
へんこう

更が　あるときは、「出
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう

入 国 在 留 管 理 庁」で

　手
てつづ

続き　してください。

■必
ひつよう

要な　手
てつづ

続きなどは「出
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう

入 国 在 留 管 理 庁」で　確
かくにん

認してください。

東
とうきょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく

京出入国在留管理局　水
みとしゅっちょうじょ

戸出張所

「生
せいかつ

活・就
しゅうろう

労ガイドブック」
CHECK!

　■「東
とうきょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく

京 出 入 国 在 留 管 理 局」の　「水
みとしゅっちょうじょ

戸出張所（茨
いばらきけん

城県）」か「松
まつどしゅっちょうじょ

戸出張所（千
ちばけん

葉県）」　で　

　　手
てつづ

続きします。ここで、在
ざいりゅう

留カードの　手
てつづ

続きができます。

　■東
とうきょうと

京都に　ある「東
とうきょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく

京 出 入 国 在 留 管 理 局」でしか　できない　手
てつづ

続きも　あります。

　■電
でんわ

話を　したり、　手
てつづ

続きが　できる　時
じかん

間は、平
へいじつ

日の　９：００から　１６：００まで　です。

　在
ざいりゅう

留カード

　手
てつづ

続き　する　場
ばしょ

所

Immigration procedures

「東
とうきょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく

京 出 入 国 在 留 管 理 局」が、外
がいこくじん

国人が　安
あんぜん

全・

安
あんしん

心に　日
にほん

本で　生
せいかつ

活できるように　作
つく

った　ガイドブッ

クです。

生
せいかつ

活に　必
ひつよう

要な　情
じょうほう

報が　書
か

いてあります。

いろいろな　国
くに

の　言
ことば

葉で　書
か

いている

ガイドブック

日
にほんご

本語で　書
か

いている　ガイドブック

やさしい日
にほんご

本語で　書
か

いている

ガイドブック

 【入
にゅうこく

国・在
ざいりゅう

留などの　相
そうだん

談】

東
とうきょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく

京出入国在留管理局　松
まつどしゅっちょうじょ

戸出張所

茨
いばらきけんみとしきたみちょう

城県水戸市北見町 1 － 1

（水
みとほうむそうごうちょうしゃ

戸法務総合庁舎１階
かい

）

千
ちばけんまつどしまつど

葉県松戸市松戸１３０７－１　

（キテミテマツド８階
かい

）

　０２９－３００－３６０１
０４７－７０１－５４７２

東
とうきょうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく

京出入国在留管理局

「外
がいこくじんざいりゅうそうごう

国人在留総合

インフォメーションセンター」

　０５７０－０１３９０４

　
０３－５７９６－７１１２

（ＩＰ電
でんわ

話・海
かいがい

外）

東
とうきょうとみなとくこうなん

京 都 港 区 港 南

５－５－３０


